
児童ポルノ画像の流通・閲覧防止に向けた取組み
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国際的な動き国際的な動き

1994年1994年

•児童の権利条約に⽇本が批准
18歳未満を「児童」と定義し、国際⼈権規約において定められている権利を、児童の⼈権の尊重及び確保の
観点から規定したもの。1989年の第44回国連総会において採択、1990年に発効。

1996年1996年

•第1回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議（ストックホルム）
「宣⾔」および「⾏動のための課題」の採択

2001年2001年

•第2回児童の性的搾取に反対する世界会議（横浜会議）
情報の伝達や交換、ネットワーク化を通じ、新しい技術のネガティブな側⾯、特に、インターネッ
ト上の児童ポルノに取り組むために適切な措置をとることに合意。

2008年2008年

•第3回児童の性的搾取に反対する世界会議（リオデジャネイロ）において、被害者保護の観点から、
市⺠がインターネット上の児童ポルノサイトにアクセス・閲覧する⾏為を法律で禁⽌するよう各国
政府に求めることを内容とする共同宣⾔を採択。
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国内の動き国内の動き

2009年
2⽉

• 総務省・インターネット上の違法有害情報への対応に関する検討会の議論から、
安⼼ネットづくり促進協議会 発⾜
・児童ポルノ対策作業部会を設置
・法的問題・技術対策を検討

2009年
6⽉

•警察庁・総合セキュリティ対策会議の提⾔から、
児童ポルノ流通防⽌協議会 発⾜

2010年
7⽉

• 犯罪対策閣僚会議にて児童ポルノ排除総合対策 決定
・平成２２年度実施を⽬指したブロッキングの導⼊に向けた諸対策の推進
・児童ポルノURLリスト管理団体設置の推進
・通信の秘密との関係整理
・表現の⾃由に⼗分配慮
・ISP等の関連事業者が⾃主的に実施できるよう推進
・⼀般ユーザに対する広報・啓発

2011年
2⽉

•⼀般社団法⼈
インターネットコンテンツセーフティ協会設⽴
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協会概要協会概要

運⽤検証委員会

諮問委員会
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運⽤検証委員会運⽤検証委員会

アドレスリスト作成の運⽤状況を検証する「運⽤検証委員会」を開催。
運⽤検証委員会では、ICSAにおけるリスト管理業務が、有識者によって制定された「アドレスリスト作成
管理団体運⽤ガイドライン」に則って適正に為されている事をご確認いただくほか、アドバイザーの判断
が割れた個々の画像等についてどのように判断するか等を検討。

運⽤検証委員会構成員 （敬称略）

委員⻑

委員

法律顧問

曽我部 真裕

中井 裕真
⻑瀬 貴志
丸橋 透
宮本 潤⼦
⼸倉 整
横⾕ 進

森 亮⼆

京都⼤学⼤学院法学研究科 教授

公益財団法⼈⽇本ユニセフ協会 広報室室⻑
⼭崎法律事務所 弁護⼠
明治⼤学法学部 教授
ECPAT/ストップ⼦ども買春の会 共同代表
⼸倉医院 院⻑
ふくしま国際医療科学センター 特命教授

弁護⼠法⼈英知法律事務所
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ブロックまでの主な全体的な流れブロックまでの主な全体的な流れ

国⺠

ＩＣＳＡ

ホスティング
プロバイダ

インターネット
ホットライン
センター

警察庁

通報

会員ＩＳＰ等

⼩児科医 弁護⼠

児童ポルノ該当性判断

情
報
提
供

削除要請

通報
摘
発

削
除

ブ
ロ
ッ
キ
ン
グ
等

インターネットホットラインセンターに寄せられた通報の中で「児童ポルノ」と
思われるものがICSAに情報提供され、その後、ICSAでは基準に則り、ブロック
対象を選定。
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ドメイン単位でブロックするため、オーバーブロッキングが発⽣する可能性有

1. 名前解決のために、DNSサーバに問い合わせ
2. DNSサーバが、ブロックサーバのIPを回答
3. ブロックサーバがブロック警告を表⽰

ブロッキングの⽅式 - DNSブロッキングの⽅式 - DNS

ISP

Internet

URLリストと照合
http://www.●▼■.com
http://www.●●●.net

http://www.●▼■.com

DNSサーバ
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情報提供数とリスト掲載数等の推移情報提供数とリスト掲載数等の推移
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※2017年は、2,331の情報提供があり、1,349を児童ポルノと判定したが、
DNSブロッキングの対象としたのは85サイト



情報提供数と各⽉末⽇におけるリスト掲載数情報提供数と各⽉末⽇におけるリスト掲載数
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※2018年3⽉末⽇時点では、17のサイトがDNSブロッキングの対象



セーファーインターネット協会による削除状況等セーファーインターネット協会による削除状況等
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違法・有害情報の内訳（IHC・セーフライン含む）

違法・有害情報の所在地（IHC・セーフライン含む）

児童ポルノの削除状況（IHC・セーフライン含む）

出典：セーファーインターネット協会「違法・有害情報対策活動報告（2017年）」



ブロッキングと削除の違い(ブロッキング)ブロッキングと削除の違い(ブロッキング)
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サイト運営者
プロバイダ

投稿者
ISP

携帯キャリア

投稿

インターネットコンテンツセーフティ協会

ブロッキング用の
URLリストの提供

ユーザー

アクセス・閲覧

児童ポルノ

ブロッキング

• 違法コンテンツは
残り続ける

• 迂回して閲覧可能



ブロッキングと削除の違い(削除)ブロッキングと削除の違い(削除)
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サイト運営者
プロバイダ

投稿者
ISP

携帯キャリア

投稿

セーファーインターネット協会

削除依頼

ユーザー

アクセス・閲覧

児童ポルノ

削除

• 違法コンテンツ自
体を削除
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